
令和７年度 

筑波大学法科大学院 

[人文社会ビジネス科学学術院法曹専攻] 

（専門職学位課程）法学既修者コース 入学試験 

 

試 験 問 題 （民事法） 

（１２０分）  

 

 

受験番号 氏  名 

  

 

 

注意事項  

１） この問題冊子の表紙に、受験番号、氏名を記入してください。  

２） 答案用紙のそれぞれに、受験番号を記入してください。  

３） 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないでください。  

４） 試験開始後、この問題冊子が表紙を含めて５枚であることを確認してください。 

５） 筆記用具は、黒色または青色のペンを使用してください（ただし、インクがプラスチ

ック製消しゴムなどで消せないものに限ります。）。 

６） 下書きは、答案構成用紙または問題冊子の余白や裏面を適宜利用してください。  

７） 問題冊子は持ち帰ることができません。答案用紙とともに提出してください。  

８） 試験開始後３０分間、試験終了前１０分間は、退出できません。  

 

 

 



民法（配点１５０点） 

 下記の【第１問】および【第２問】に答えなさい。 

 

【第１問】（７５点） 
 
 以下の［事例］を読んで、下記の（１）から（３）までに答えなさい。 
 
［事例］ 
 甲土地と乙土地はいずれもＡの所有であり、Ａ名義の登記がなされていた。 
 Ｂは、２０２３年５月１０日、Ａに対して弁済期を２０２８年５月１０日とし

て５０００万円を貸し付け、このＡの負担する貸金債務（以下「Ａ貸金債務」と

いう。）を担保するために、甲土地および乙土地に共同抵当権が設定された。こ

れらの抵当権の設定登記は２０２３年５月２４日になされた。 
 ２０２５年１１月１５日にＡが死亡した。Ａの相続人はＣとＤであったが、２

０２６年３月２０日に遺産分割協議が成立し、甲土地および乙土地のいずれに

ついてもＣの持分を３分の２、Ｄの持分を３分の１とすること、Ａ貸金債務はＣ

が負担することが取り決められた。そして同年４月１日には、甲土地および乙土

地についてこの遺産分割協議の内容に沿った所有権移転登記が経由された。 
 ２０２６年４月１０日、ＣはＥとの間で、甲土地を、建物建築目的で、賃料月

額１０万円、賃料の支払時期は前月末日、期間は同年５月１日から３０年間、敷

金３０万円との約定で賃貸借契約（以下「本件賃貸借契約」という。）を締結し、

これに基づいて甲土地をＥに引き渡した。本件賃貸借契約締結の際、Ｅは甲土地

がＣとＤの共有に属することを知らず、登記記録も確認しなかった。Ｅは甲土地

上に丙建物を建築し、同年９月１０日には丙建物についてＥの長男であるＦ名

義の所有権保存登記がなされた。以後、丙建物にはＥとその妻、ならびにＦが居

住しており、Ｅは賃料を毎月Ｃに対して遅滞なく支払い続けている。 
 ２０２７年１月１０日になって、Ｄは甲土地が自己に無断でＥに賃貸されて

いることに気づいた。 
 
 
（１）Ｄは、２０２７年１月２０日に、Ｅに対して丙建物の収去および甲土地の

明渡しを求めた。この請求は認められるか。（２０点） 
 
 



［事例（続き）］ 
 上記紛争については、２０２７年４月３０日になって、Ｃ・Ｄ・Ｅの間で、甲

土地および乙土地に有するＤの持分をＣがＤから２５００万円で買い取ること、

本件賃貸借契約の効力が存続すること、Ｄは他の金銭的請求を一切しないこと

を内容とする和解が成立した。ＣはＤに即日、２５００万円を支払っている。 
 Ｃは自己の単独所有となった乙土地上に丁建物を建築し、２０２８年２月１

０日にＣ名義の所有権保存登記がなされた。 
 ２０２８年４月１０日、ＣはＧから弁済期を２０２９年４月１０日として５

０００万円を借り入れ（以下「Ｃ貸金債務」という。）、甲土地および乙土地に共

同抵当権が設定された。これらの抵当権の設定登記は、２０２８年４月２５日に

経由された。 
 ２０２８年５月１０日、Ａ貸金債務がＣによって弁済されたため、Ｂが甲土地

および乙土地上に有していた抵当権の登記が抹消された。 
 ２０２９年初頭からＣの営んでいた会社の経営状況が急激に悪化したため、

Ｃは弁済期にＣ貸金債務の弁済をすることができなかった。そこでＧは、同年５

月１５日に甲土地および乙土地の抵当権を実行し、いずれもＨが競落して同年

７月２０日には甲土地および乙土地につきＨ名義への所有権移転登記がなされ

た。競落の事実を知ったＥは、同月３１日に８月分の賃料１０万円を供託した。 
 
 
（２）Ｈは、２０２９年８月１０日、Ｃに対して、丁建物の収去および乙土地の

明渡しを求めた。この請求は認められるか。想定されるＣの反論を踏まえて

答えなさい。（３０点） 
 
 
（３）Ｈは、２０２９年８月１０日、Ｅに対し、丙建物の収去および甲土地の明

渡しを求めた。この請求は認められるか。想定されるＥの反論を踏まえて答

えなさい。（２５点） 
 
 
 
 
 
 
 



【第２問】（７５点）  
  
 以下の［事例］を読んで、下記の【設問】に答えなさい。 
 
［事例］ 
Ｘは、東京都豊島区で、江戸時代から続いた老舗の料亭を経営している。長年

地域住民に愛された料亭であり、コロナ禍を乗り越えて、経営は安定していた。

しかし、Ｘは心臓の持病が悪化し、後継者もみつからないことから、２０２３年

１２月３１日をもって店を畳む決意をした。 
Ｘは、長年の地域住民の愛顧に感謝の気持ちを表したく思い、営業最終日であ

る２０２３年１２月３１日のランチメニューとして、店の名物料理である「ブリ

の照り焼き」を通常価格の半額で提供する特別企画を計画した。Ｘは、営業最終

日の１か月以上前から、「２０２３年１２月３１日をもって当店は閉店いたしま

す。これまで支えていただきありがとうございました。長年のご愛顧に感謝し、

営業最終日のランチメニューとして、７０食限定で、当店名物の「ブリの照り焼

き」を通常価格の半額でご予約のお客様にご提供させていただきます。」という

張り紙を店頭に張り出すとともに、常連客には挨拶状とともに、同じ内容の案内

文を郵送した。予約が数日で埋まるほどの人気だった。 
２０２３年１２月３１日の朝、Ｘは近所の魚市場に行き、なじみの水産業者 Y

に上記の事情を伝え、「ブリの照り焼き」７０食を作るためには１０キロ前後の

ブリが必要であると言い、１０キロ前後のブリで良いものはないかと尋ねた。Y
は、「１０キロ、石川産、キロ２０,０００円」の札が張られたブリ（以下「本件

ブリ」という。）を指し示し、この季節での高級のブリである旨伝えた。Ｘは、

Ｙから、本件ブリを代金２０万円で購入し、本件ブリを店に持ち帰った。 
ところが、Ｘが本件ブリを捌く前に確認したところ、重量は実際には８キロし

かなく、「ブリの照り焼き」はどう工夫しても６０食分しか作れなかった。やむ

なくＸは、不足分の１０食については予約客に謝罪し、代わりにマグロのステー

キを無償で提供した。 
Ｘは、経済的な損失を被ったことはもちろん、先祖伝来の料亭の最後の営業日

に客との約束を守れなかったことに精神的苦痛を感じた。 
２０２４年１月１日、Ｘは心臓の持病が悪化して緊急入院し、そのまま心臓の

手術を受け、Ｙに対して何の行動も起こさぬまま、２０２５年１月５日に退院し

た。 
 

【設問】 
 ２０２５年１月５日の時点で、ＸはＹに対し、いかなる請求ないし主張をする

ことができるか。なお、ＸはＹに本件ブリの代金を支払っていないものとする。 
 



民事訴訟法（配点５０点） 

 
 以下の［事例］を読んで、下記の【第１問】および【第２問】に答えなさ

い。 
 
 
［事例］ 
Ｘは、Ｙに対して絵画を３００万円で売却し（以下、この売買を「本件売

買」という。）、Ｙに絵画を引き渡した。本件売買の際、ＺがＹの代金債務につ

いて民法所定の方式に従い書面にて連帯保証をした。 
後日、ＸがＹに対して本件売買代金３００万円の支払を求めたところ、Ｙ

は、代金の支払を拒否したため、Ｘは、Ｙを被告として、本件売買代金３００

万円の支払を求める訴えを提起した（以下、この訴えに係る訴訟を「前訴」と

いう。）。 
前訴において、Ｙは弁済の抗弁を提出してＸの請求を争ったところ、前訴の

裁判所は、審理の結果、Ｙが主張する弁済の事実を認め、Ｘの請求をすべて棄

却する判決を言い渡し、この前訴判決は確定した。 
その後、Ｘは、前訴裁判所が認定したＹによる弁済の事実は、ＹがＸに対し

て負っている別口の貸金債務に対する弁済であったとして、再度、Ｙに対する

本件売買代金３００万円の支払請求と共に、Ｚを共同被告として、Ｚに対する

保証債務の履行請求をあわせて訴え提起した（以下、このＹおよびＺに対する

訴えに係る訴訟を「後訴」という。）。 
 
【第１問】 
前訴確定判決は、後訴におけるＸのＹに対する請求にどのような影響を及ぼ

すか。結論とその理由を説明しなさい。（２０点） 
 
 
【第２問】 
前訴確定判決は、後訴におけるＸのＺに対する請求に影響を及ぼすか。他説

にも言及しながら、自説に基づく結論とその理由を説明しなさい。（３０点） 
  



令和７年度 

筑波大学法科大学院 

[人文社会ビジネス科学学術院法曹専攻] 

（専門職学位課程）法学既修者コース 入学試験 

 

試 験 問 題 （刑事法） 

（９０分）  

 

 

受験番号 氏  名 

  

 

 

注意事項  

１） この問題冊子の表紙に、受験番号、氏名を記入してください。  

２） 答案用紙のそれぞれに、受験番号を記入してください。  

３） 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないでください。  

４） 試験開始後、この問題冊子が表紙を含めて３枚であることを確認してください。 

５） 筆記用具は、黒色または青色のペンを使用してください（ただし、インクがプラスチ

ック製消しゴムなどで消せないものに限ります。）。 

６） 下書きは、答案構成用紙または問題冊子の余白や裏面を適宜利用してください。  

７） 問題冊子は持ち帰ることができません。答案用紙とともに提出してください。  

８） 試験開始後３０分間、試験終了前１０分間は、退出できません。  

 

 

 



刑法（配点１００点） 

 
以下の［事例］を読んで、甲、乙および丙の罪責を論じなさい（特別法違反

の点を除く。）。 
 
［事例］ 
 失業して日々の暮らしにも困窮していた甲は、近所に住む資産家Ａが、日頃

から大金を持ち歩いていることを知ると、「Ａを殺害してでも、金を強奪しよ

う。」と企てた。そこで、ある夜、甲が、帰宅するＡの後をつけると、ビルの

建設現場の前に差し掛かった。夜であったことから当該現場には作業員もおら

ず、周囲に人影も見えなかったため、「ちょうどいい。ここでＡを殺そう。」と

考えた甲は、落ちていた建設用のびょう打ち銃を拾い上げ、Ａの背後から左胸

の裏付近を狙ってびょうを発射させた。発射されたびょうは、Ａに胸部貫通銃

創を負わせ、さらに、貫通したびょうが約２０メートル前方を通行中のＢに腹

部貫通銃創を負わせ、両者ともが死亡した。 
 甲が、Ａだけでなく意外のＢまでも殺してしまったことに動揺していると、

そこに、作業員乙が現れた。乙は、血を流して倒れているＡやＢを見て驚いた

が、凶器を持って立ち尽くす甲を見て、「早く逃げないと、自分も殺されるか

も知れない。」と考え、走って逃げた。慌てた甲は、乙の後を追いかけようと

したが、乙の足があまりにも速いので、すぐに諦めた。 
 すると、今度は、甲の甥である丙が通りかかった。甲が、丙に対して、とっ

さに、「同僚と揉めた勢いで、殺してしまった。」と言い訳すると、それを聞い

た丙は、「小さな頃から世話になってきた甲を、犯罪者にするわけにはいかな

い。」と考え、「ここは俺に任せて、叔父さんは早くここから逃げなよ。」と申

し向けた。甲が、急いでその場を立ち去ると、それを見届けた丙は、死体を物

陰に運び、凶器の指紋を拭き取るなどの作業をした。 
 一方、乙は、しばらく走っても甲が追いかけてこないので、公園のベンチで

休むことにした。乙が、人殺しも厭わない甲の粗暴さを思い出して震えている

と、遠くの方から、甲らしき男が、やくざ風の男と一緒に近付いてくるのが見

えた。乙は、その男が実際は甲ではないのに、「さっきの男が仲間を連れて、

私を捕まえに来た。」と考え、再び走り出した。焦った乙は、進路前方の中華

料理店の前に配達用に停めてあった自転車を見付けると、「これを使って、安

全な場所まで逃げよう。」と考え、無断で当該自転車を発進させた。しかし、

乙の様子に気が付いて追ってきた店員Ｃと揉み合いになった乙は、自転車を取

り返されまいとしてＣを殴り倒し、Ｃを失神させた。 



刑事訴訟法（配点５０点） 

 
 以下の［事例］を読んで、下記の【設問】に答えなさい。 
 
［事例］ 
 甲は、内妻と共謀の上、内妻の連れ子である当時１１歳の女児に掛けた保険

金を取得することなどを目的に、同児を一人で入浴させている間に、甲におい

て家屋内の車庫に放火して、家屋を全焼させて同児を焼死させ、保険金を詐取

しようとしたとして起訴された。 
 甲は、第１審公判段階から、本件火災は車庫内の車からの自然発火であり、

放火はしていないなどと主張していたが、その訴訟手続の中で、火災発生直後

の甲の言動を目撃した近隣住民Ａが証人として、下線部①のとおり供述した。 
 すなわち、第１審において、Ａは、①「本件火災時、道路の方から、『消火

器、消火器』という声がしたので、家の中から玄関を開けると、そこに上半身

裸の甲が立っていた。私は、消火器を取りに台所の方に入っていった。する

と、甲も後からついてきて、私が消火器を壁から外すのを手伝ったが、私が外

すと、甲は一人で外へ出て行った。私は、甲の後に道路に出ていったが、道路

に出ると甲の姿は見当たらなかった。すると、甲の家の前に白いポロシャツを

着た見知らぬ人がいて、しゃがんで消火器で消火をしていたため、その人の横

に私の消火器を置いた。」旨を供述した。 
 弁護人Ｂは、Ａの下線部①の供述は、事件後間もなく消防吏員がＡから聞き

取ったとされる「聞き込み状況書」（以下「本件書証」という。）と題する書面

中の下線部②の供述内容との間に齟齬があるとして、本件書証について証拠調

べの請求をした。 
 本件書証には、「消防司令補 Ｆ」の記名および押印があり、同人が、本件火

災当日、Ａから②「居室に居ますと裸の甲が飛び込んで来て、『消火器を貸し

てください。』と言うので１本持たせ一緒に出ますと、甲の家が火事になって

いました。甲が消火器で消火している間に私は自宅に戻り、家内に１１９番通

報するよう言いました。」と聞き込んだ旨の記載がある。ただし、本件書証に

は、Ａの署名および押印がなかった。 
 
 
【設問】 
 本件書証の証拠能力について論じなさい。 
 



令和７年度 

筑波大学法科大学院 

[人文社会ビジネス科学学術院法曹専攻] 

（専門職学位課程）法学既修者コース 入学試験 

 

試 験 問 題 （公法） 

（６０分）  

 

 

受験番号 氏  名 

  

 

 

注意事項  

１） この問題冊子の表紙に、受験番号、氏名を記入してください。  

２） 答案用紙のそれぞれに、受験番号を記入してください。  

３） 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないでください。  

４） 試験開始後、この問題冊子が表紙を含めて３枚であることを確認してください。 

５） 筆記用具は、黒色または青色のペンを使用してください（ただし、インクがプラスチ

ック製消しゴムなどで消せないものに限ります。）。 

６） 下書きは、答案構成用紙または問題冊子の余白や裏面を適宜利用してください。  

７） 問題冊子は持ち帰ることができません。答案用紙とともに提出してください。  

８） 試験開始後３０分間、試験終了前１０分間は、退出できません。  

 

 

 



憲法（配点１００点） 

 

以下の［事例］を読んで、下記の【設問】に答えなさい。 
 
［事例］ 
Ｃ市庁舎前広場（以下「本件広場」という。）は、壁や塀で囲われていない

南北約６０ｍ、東西約５０ｍの平らな広場で、Ｃ市庁舎のすぐ北側に位置して

いる。北側および東側が、利用者の多い主要道路の歩道に接した、いわゆる

「角地」である本件広場は、市民の目につきやすく、また繁華街の近くという

こともあり人々が集まりやすい場所にあるため、これまでも多くの集会の利用

に供されており、特に土日祝日の閉庁日には、かなりの大音量を発する音楽フ

ェスティバル、地元産品をアピールするため酒類を含めた飲食物の提供を伴う

行事、核兵器廃絶を訴える集会、さらには現市長の市長選出陣式および出馬会

見が、Ｃ市庁舎等管理規則（以下「本件規則」という。）第６条所定の許可を

受けた上で、開催されてきている。 
「Ｐ県憲法を護る会」に所属するＸは、２０２＊年５月３日（憲法記念日）

の１２時から１４時まで、本件広場で約３００人が参加する護憲集会（以下

「本件集会」という。）を行うことにつき、本件規則第６条にもとづきＣ市長

に許可を求めた。これにつきＣ市長は、これを許可してしまうと、市民の間で

も見解の分かれるテーマをめぐる一方の勢力に対し市（長）が援助・助長して

いるかのような外観が生じ、市の行政の政治的中立性に疑義が生じ、これに対

する住民の信頼が損なわれ、ひいては公務の円滑な遂行が確保されなくなると

いう支障が生じるおそれがあると考え、本件集会が本件規則第５条第１２号が

禁じる行為に当たり、本件規則第６条にいう「庁舎等の管理上…支障が」ある

として、これを不許可とした（以下「本件不許可」という。）。X が所属する団

体には、X らの意見に反対する別団体との抗争歴は一切なく、また約３００人

という想定参加人数も、本件広場に十分収容可能な規模であり、本件不許可は

専ら上記の理由によるものであった。 
 
【設問】 
上記［事例］に含まれる憲法問題につき、これまでの最高裁判所の判例に照

らし、論じなさい。 
 
  



＜参考＞ 
Ｃ市庁舎等管理規則 
第１条 この規則は、庁舎等の管理に関し必要な事項を定めることにより、

庁舎等の保全及び秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行に資するこ

とをその目的とする。 
第２条 この規則において「庁舎等」とは、本市の事務又は事業の用に供す

る建物及びその附属施設並びにこれらの敷地で、市長の管理に属するもの

をいう。 
第５条 何人も、庁舎等において、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1)～(11) （略） 
(12) 特定の政策、主義又は意見に賛成し、又は反対する目的で個人又は

団体で威力又は気勢を他に示す等の示威行為 
第６条 市長は、庁舎等の管理上特に支障がないと認めるときは、住民によ

る庁舎等の使用を許可することができる。 
 


